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水族の飼育展示・調査研究及び学芸普及（社会教育）活動に関する仕様書  

 

Ⅰ 総 則 

 1 概要 

本仕様書は、神戸市立須磨海浜水族園の水族の飼育展示業務、調査研究業務・学

芸普及業務及びこれら業務に付随する業務を円滑に実施するために必要な事項を

定めるものである。  

2 法令の遵守等 

業務の遂行にあたっては、関係法令を遵守すること 

なお、主な関係法令として次のようなものがある。 

○博物館法 

○動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護法） 

○文化財保護法 

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法） 

○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法） 

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 

（ワシントン条約、CITES） 

○各都道府県漁業調整規則 等 

 3 業務責任者の選任 

業務の実施にあたっては、業務責任者を選任すること 

 4 業務遂行要員 

本業務を実施するにあたり、次の法定資格者及び経験者を選任すること。なお資

格者は重複しても差し支えないものとする 

自然生物系学芸員（水生生物飼育展示・教育活動実歴各５年以上）７名以上 

獣医師（海棲哺乳類実歴３年以上）               １名以上 

潜水士（労働安全衛生法による潜水士免許を有するもので、かつ、潜水実歴３年

またはそれと同等の技能を有する者）         ５名以上 

イルカトレーナー（実歴５年以上）               ５名以上 

玉掛け（実歴1 年以上）                    ３名以上 

クレーン技師（実歴１年以上）                 ３名以上 

5 その他 

  本仕様書に記載なき場合であっても、水族の飼育展示・調査研究・学芸普及（社

会教育）活動に関連する業務にあっては、指定管理者はこれを行うこと。 
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Ⅱ 水族の飼育展示業務 

Ⅱ－１ 展示水族 

1 水族の展示 

(1) 水族の展示計画を年度ごとに作成し、展示を行うこと 

(2) 展示にあたっては、魚名板等により、適切な解説を行うこと 

2 展示生物の種類数等 

展示する生体の種数及び個体数は少なくとも500 種12,000 点以上を常時確保す

ること。 

3 展示生物の選定 

須磨海浜水族園の展示コンセプト「生きざま展示」、及び各展示コーナータイト

ル等に示されたテーマについては、現状の設定を尊重してこれを行うこと。なお、

展示生物種の選定については、展示コンセプト及び展示テーマに沿うものであれば

変更は可能とする。 

4 継続飼育を必要とする水族 

次の水族については、飼育を継続すること。 

(1) 神戸市の友好都市あるいは姉妹都市から寄贈または水族交換により入手した水族 

（パイユ、オーストラリアハイギョなど） 

(2) 繁殖や長寿等の記録を有する水族 （ロングノーズガーなど） 

5 水族の導入 

(1) 水族の導入に際し、購入手続き等において不公正な業者選定が行われること

がないよう適正に行うこと。 

(2) 違法な入手経路は厳格に排除するなど、公立施設としてモラルを問われるこ

とがないようにすること。 

(3) 水族の導入及び飼育に関し、法令上必要な手続きを行うこと。 

6 水族の採集 

市内及び近隣に生息する生物は自家採集に努め、併せて関連情報の収集を行い、

展示活動に活用すること。採集に際しては必要に応じて法令等に基づく手続きを行

うとともに、自然環境保全に配慮した採集を行うこと。 

7 水族の交換・寄贈等 

公立施設として他機関との連携・協力を推進する立場から、他園館との水族交換

や寄贈等は、相互協力してこれを行うこと。 

8 輸送・検疫等 

新規導入生物の輸送・検疫等は適正に行い、感染症及び人畜共通伝染病等に対す

る防疫体制を堅持すること。 

 

 



Ⅱ－2 水族の飼育管理 

1 展示水族の健康管理 

常に健康な状態の水族を展示し、病気等の発生時は、速やかに適切な処置をと

ること。必要に応じて目視、検鏡、解剖、場合によっては関連研究機関等と連携

をとり、病理組織検査、細菌・寄生虫検査を行うこと。特に希少種など必要のあ

るものついては症状・処置等の記録を残し、報告書として保管すること。 

2 調餌・給餌等 

給餌等日常的な生物の飼育業務は、繁殖や成長が順調に行われるよう、栄養学

的な配慮をするなど、科学的な知見を基に適正に行うこと。 

3 海獣類・鳥類・爬虫類の個体管理 

海獣・鳥類・爬虫類の飼育には個体管理が必要であり、かつ、飼育・訓練にあ

たっては、 動物にストレスを与えないなどの配慮をすること。 

4 員数管理 

展示生物種及び飼育個体数の把握は、科学的な情報に基づいて行い、求めに応

じて報告等ができるよう、員数管理を適正に行うこと。 

Ⅱ－3 水槽設備等の管理 

1 展示水槽の保清 

展示水槽のガラス面・壁面等の付着藻類、死魚・餌残渣などは毎日点検し、発

見した場合は速やかに除去すること。なお、ガラス面清掃の際には損傷発生の防

止に特段の配慮を行うこと。 

2 展示水槽の管理 

魚名板、解説パネル、照明、水温、給排水、給気などについて異常の有無を毎

日点検し、異常を発見した場合は速やかに適切な処置を講じること。 

3 予備水槽の管理 

展示水槽の生物を補完するため、予備の生物は適切な個体数を常時確保してお

き、開園時に展示水槽が空になることが無いように努めること。 

4 水質管理 

飼育水、取水海水、井戸水などについて、水質、比重、pH などの測定、及び生

物の飼育管理上重要な水質項目の検査を適宜行うとともに、濾過槽の逆洗操作、

新鮮海水の補充などにより、適正な水質管理を行うこと。 

5 濾過槽管理 

重力式開放型、及び急速密閉型濾過槽については、濾過循環が適正に行われ、

機械設備に過度な負荷がかかることがないよう、すべてのろ過槽の目詰まり確認

等を毎日行い、必要に応じて適切な逆洗操作を行うこと。 

ろ床板損傷など万一の設備事故の場合には緊急対応できるよう、構造や設備特

性を熟知しておき、循環設備に二次被害を来たさないよう速やかに適切な処置を



講じること。 

6 海水取水 

海水の取水は貯水槽の水位により必要に応じて行うこと。この際、比重の測定

及び記録を行い、飼育海水に影響のない範囲で取水量の調整を行うこと。 

7 取水設備の管理 

取水口の点検、取水海水量の測定等を定期的（月1 回程度）に行い、海水取水

設備の適正な運用に努めること。 

Ⅱ－4 実演について 

1 イルカライブ 

(1) イルカライブのテーマ、企画は年に1 回以上の更新を行うこと。なお、演

出内容は公立の社会教育施設としてふさわしい内容とすること。 

(2) イルカライブでは動物を無理なく確実に扱える数のトレーナーを配置し、

別に司会進行・音響操作・スタンドアシスタントを各１名配置すること（司

会進行はトレーナーが兼務も可）。 

(3) イルカライブの出演動物頭数はイルカ２頭以上とする。 

(4) イルカライブの回数は最低４回／日以上実施すること。 

(5) イルカライブで使用する餌は、給餌量／日の一部とし、その量の加減はイ

ルカの体調等を考慮し適切な給餌量を設定すること。 

(6) 詳細については、別紙１「イルカライブ館飼育管理マニュアル」を参考と

すること。 

2 ラッコの給餌実演は３回/日以上行うこと。 

3 魚ライブ劇場の給餌実演は３回/日以上行うこと。 

ペンギンのお散歩ライブ 10-3 月 1 回/日 

イルカにタッチ 1 回/日、4-11 月の土日祝、夜間開園日3 回/日 

アザラシにタッチ 1 回/日、4-9 月の土日祝、夜間開園日2 回/日 

ペンギンの餌やり体験 2 回/日 

4 動物の体調が不良な場合等においては、実演の中止や減回することは可能とする。 

 

Ⅲ 調査研究 

1 調査研究 

公立水族館として、学術レベルの維持・向上のために、水族に関する調査研究を

行い、その成果を飼育展示や学芸普及（社会教育）活動等に活用すること。最新か

つオリジナリティある調査研究を進めるために、必要な研修を実施すること。 

水族園で行う調査研究としては、概ね次のような領域のものを対象とする。 

(1) 展示及び関連する飼育技術の研究 

(2) 希少種などの繁殖に関する研究 



(3) 自然・環境・生物の調査研究（水族園業務と関連のあるもの） 

(4) 市内の生物多様性の保全に関する調査研究 

(5) 学芸普及（社会教育）活動に関する調査研究 

(6) 大学、他の水族園館、ＮＰＯなど他の学術機関との共同研究 

2 研究成果の公表 

調査研究の成果は、(社)日本動物園水族館協会が主催（後援）する研究会や学会

等への公表に努めるとともに、動物園水族館雑誌、あるいは学会誌へ2件／年以上

投稿すること。 

3 利用者への還元 

研究成果は、必要に応じて展示公開するなどにより、集積した知見を利用者に還

元すること。 

4 繁殖 

希少生物の保護・繁殖について、飼育下繁殖に積極的に取組み、その成果を必要

に応じて展示または公表すること。 

(1) ラッコ、マゼランペンギン、希少淡水魚など、希少種の保護・繁殖。 

(2) 当該繁殖技術が、学術的顕彰または学術報告に値すると認められる研究。 

希少種の飼育下繁殖の取り組みは(社)日本動物園水族館協会加盟の他園館と相互

協力して、これを積極的に行うこと。 

 

Ⅳ 学芸普及（社会教育）活動 

Ⅳ－1 水族に関する２次資料の収集 

１次資料とは実物資料（水族など展示生物）をいい、２次資料とは１次資料を補

完するための各種資料（標本、模型、文献、画像、計測データなど）をいう。 

1 ２次資料の収集管理 

 ２次資料の収集と管理にあたっては、データベース収録するなど、必要に応じて

利用者が活用できるよう適切に収蔵管理を行うこと。 

展示や解説に必要な２次資料の収集に努め、必要に応じてデータベース化するな

ど適切に管理を行うこと 

2 標本資料 

展示及び調査研究等の目的で収集した１次資料のうち、次に該当する資料は必要

に応じ標本として適正に処理し、適切に収蔵保管し、登録を行うこと。 

(1) 学術的・記録的資料価値を有すると判断されるもの 

(2) 標本資料として、展示利用可能と判断されるもの 

(3) 他の学術関係機関等から協力要請を受けたもの 

3 画像資料 

展示及び調査研究等の目的で収集した画像（静止画・動画）資料は、必要に応じ



適切に整理保管をおこなうこと。 

4 図書資料 

水族に関する図書及びその他刊行物等の資料類は広範かつ積極的に収集し、適切

に整理保管を行うこと。 

5 その他の２次資料類 

水族に関する標本・画像・図書資料以外の資料のうち、次に該当する資料は必要

に応じ２次資料として収集し、適切に整理保管を行うこと。 

(1) 学術的・記録的資料価値を有すると判断されるもの 

(2) 展示に利用可能と判断されるもの 

(3) 他の学術関係機関等から協力要請を受けたもの 

6 ユニバーサルデザインへの配慮 

視覚障害の方も水族園を楽しんでいただけるよう、これまでに制作している視覚

障害者用のレプリカを適正に管理し利用すること。 

 

Ⅳ－２ 学習交流活動 

1 園内活動 

水族や自然環境などに関する各種レクチャー、参加型の飼育体験教室、生きもの

飼育教室などを適切に開催し、来園者に、生きものに関する解説や、学習の機会を

提供すること。また、来園者の要請に応じ、社会教育施設として相応しい学習支援

活動（リファレンスワーク）を行うこと。 

2 園外活動 

(1) 観察会などの支援 

市・学校・自治会・子供会などからの要請に応じ、市内の川、海、池などの

観察会講師などのアウトリーチ活動に努めること。 

(2) 環境保全行政等への協力 

市が行う海岸保全、里山管理、河川管理、ため池管理などの環境保全活動に

関し、協力要請があれば、積極的にこれに協力すること。 

3 その他活動 

(1) 実習生の受け入れ 

大学等からの要請を受けて行う獣医実習、飼育実習、学芸員実習などの受け

入れに努めること。 

(2) 体験学習の受け入れ 

市が行うトライやるウィークをはじめ、職業インタビューなどの受け入れに

努めること。 

(3) ボランティア制度 

社会教育施設として、現行のボランティア制度を維持活用すること。なお、



ボランティアの運営及び水族園ボランティア登録要綱に関しては、別紙２「須

磨海浜水族園ボランティア登録要綱」に従い、適正に運用を行うこと。 

 

Ⅴ その他付随する業務 

1 (社)日本動物園水族館協会関係 

(社)日本動物園水族館協会加盟会員としての義務を果たし、適切な協力を行うこと。 

(1) 事務報告等 

月次報告、年次報告、員数、血統登録関係等、求められた報告書等は期

日や手順を守り、適正に処理すること。 

(2) 種の保存事業 

希少種の保護、繁殖等の関連事業には積極的に参画し協力すること 

(3) 園館長会議、飼育技術者研究会等 

園館長会議、飼育技術者研究会、設備担当者会議等他園館との技術・情

報交流の機会には積極的に参加すること。 

2 (社)日本博物館協会・(社)兵庫県博物館協会関係 

参加会員としての義務を果たし、他の博物館施設との連携・協力関係の中で、

公立の自然系博物館としての貢献に努めること。 

3 業務日報等 

生物の飼育管理に関する業務日報・月報等は確実に記入を行い適切に保管す

ること。希少種など、飼育履歴が重要な生物に関しては、個体情報を適切に記

録し保管しておくこと。 

【参考】飼育・展示関係基礎データ 

1 水槽関係 

(1) 展示水槽数 120（その他置き水槽、臨時企画展示水槽あり） 

（内訳）本館（海水水族） 56（他にクラゲ・のぞき窓・臨時企画水槽など） 

さかなライブ館  16 

世界の魚館      28 

ペンギン館       2 

ラッコ館         １ 

イルカライブ館   3 

アマゾン館      10 

ドルフィンピース 1 

シールピース     1 

亀楽園           1 

亀山(ガラルファ) 1 

 



(2) 予備水槽 約60 

予備水槽には、設置型、濾過水槽兼用、置き水槽などがある。 

2 展示関係 

(1) 飼育動物員数表 別紙３のとおり 

(2) 主な飼育水族一覧 別紙４のとおり 

(3) 標本類一覧  別紙５のとおり 

(4) 視聴覚展示物一覧 別紙６のとおり 

 

 

 

  



（別紙１） 

イルカライブ館飼育管理マニュアル 

 

Ⅰ イルカの飼育管理 

１ 観察 

（１）動物・環境 

動物の員数及び異常、外傷等の有無と合わせ飼育環境の異常や異物の混入等を 

絶えずチェックする。 

（２）呼吸数 

毎日1 回以上、各個体の呼吸数の測定を行う。（動物が落ち着いている状況時 

に5 分程度観察し記録する。） 

（３）排便・排尿 

動物を観察できる状態のときは常に排便、排尿に気を配り確認したときには、 

その色、形状を記録する。また、数日間におよび排便が確認されない場合には、 

排便が確認されるまで継続的に観察を続け状況の把握に努める。 

（４）体調不良時 

継続的に観察し、状況の変化の把握に努める。 

２ 給餌 

（１）回数 

1 日4 回以上に分割して給餌を行なう。 

（２）量と質 

給餌量は健康を維持できる量とし、基本としては数種類の餌を１個体あたり１ 

回に２～３㎏程度与える。また、給餌間隔は１時間以上とする。 

（３）方法 

①毎日１回目の給餌は主に健康チェックの時間とし、体温測定、体重測定、採

血などを行う場合はできる限りこの回に行うようにする。 

②給餌の際には同居個体同士のパワーバランスに留意し、劣位のペースで給餌

を行い同時に終了する。 

３ トレーニング 

（１）時間 

基本的にトレーニングは給餌時間に行なう。トレーニングに費やす時間は、動 

物の状況を考慮する。 

（２）方法 

動物の状況に合わせ、トレーニングに必要な小道具などは、安全性に考慮して 

製作、準備し使用する。 

 



４ 記録 

（１）飼育日誌 

毎日、日常作業終了後に個体ごとに記録する。 

（給餌量、食欲、行動、排便、排尿、呼吸数、体温、投薬状況、特記事項） 

（２）給餌量日誌 

①毎日、各個体の総給餌量、魚種別給餌料、魚種別割合を記録する。 

③各個体の月間総給餌量、年間総給餌量を記録する。 

５ 飼育技術の向上 

（１）研究 

①飼育過程において新たな知見を得た場合には、その内容にあわせ各研究会等

において発表・論文の投稿に努める。 

②研究会等において、他園館からの情報は積極的に収集し、飼育技術、トレー

ニング技術等の向上に努める。 

③大学等より、当園のイルカを研究対象として協力依頼があった場合には、動 

物の状況を考慮して、通常業務に支障のない範囲で協力し知見を得る。 

（２）調査 

当園周辺において鯨類のストランディング、ビーチングの情報が入り、諸機関

より協力の要請があった場合には、通常業務に支障のない範囲で協力し知見を得

る。 

Ⅱ ペンギンの飼育管理 

１ 個体管理 

（１）個体識別の履行 

ペンギン各羽に、第三者にも識別可能な腕輪等の取り付け、またはトランスポ

ンダーの埋め込みを実施する。 

（２）血統登録の履行 

日本動物園水族館協会・生物多様性委員会が実施しているペンギン類血統登録

に協力する。 

（３）園内での繁殖 

計画的な繁殖を実施する。 

（４）雑種形成の禁止 

雑種形成を引き起こすフンボルトペンギン、ケープペンギンとの混合飼育はし

ない。 

２ 環境管理 

（１）事故および怪我の防止 

 

 



異物誤嚥、爪の引っ掛け、転落、溺死、パニックによる衝突、体温上昇による

死亡事故や怪我などの防止に努める。 

（２）疾病の回避 

鳥インフルエンザなど疾病の防止に努める。 

（３）猫、カラス、鳩などの進入防止 

野良猫、カラスなどの侵入による食害の防止、及び、鳩や野鳥の侵入による病

原菌持込の阻止に努める。 

（４）疾病の発見および治療のための隔離の実施 

伝染性の疾病の発見や疾病の治療に安静が必要な場合、隔離飼育を実施する。 

３ 給餌 

（１）餌料 

２種以上の餌料を使用する。 

（２）給餌量 

基本的にオスは体重3.5kg、メスは体重3 ㎏を下回らないように給餌を行う（生

後６ヶ月以内のヒナは除く）。また、必要な場合は強制給餌などを実施する。 

４ 観察および記録 

毎日、日常作業終了後に観察されたことを飼育日誌として記録する。 

（給餌量、食欲、行動、排便、排尿、呼吸、投薬状況、治療状況および常同行

動、闘争行動、警戒行動、異常嘔吐など特記事項） 

５ ペンギン館の管理 

（１）プールの水質管理 

ペンギンはプール内の水を飲むため、薬品注入に頼らず、濾過循環や新鮮海水

の注入などにより透明度を維持する。 

（２）床面シャワー 

夏場の暑さ対策および糞便の簡易除去のために実施する。 

Ⅲ 動物の健康管理 

１ 疾病予防対策 

（１）各プールの混入物対策 

①混入物が入らないように対処する。 

②混入物が入った場合すぐに回収する。 

（２）防疫対策 

①飼育スペースへの出入り際の消毒を励行する。 

②人間（飼育係、及び観客）と動物との直接接触、間接接触において、人畜共

通伝染病の発生を引き起こさないよう、適切な処置を講じる。 

③トレーニングプール内に鳩が進入しないようにする。 

 



２ 健康診断 

疾病の早期発見のため以下の検査、測定を定期的に行う。 

（１）体温測定：イルカは毎日行う。 

（２）体重測定 

①イルカは、可能な限り毎月行う。 

②ペンギンはやせの状況を見ながら適宜に行う。 

（３）血液検査 

①イルカは、基本的に２か月に１回以上行う。 

（＊健康診断のための行動を、イルカが自ら進んで行えるように日ごろからの

トレーニングしておく。） 

②ペンギンは１年に１回以上行う。 

３ 疾病診断 

（１）診断的観察（目視） 

イルカの場合、他の動物のように便や尿の検体を得ることが困難であるため、

排便の有無や血便、血尿などの確認のため、必要に応じ継続的に目視観察を行う。  

また、投薬の効果、あるいは病状の進行程度を知るためにも同様の観察を行う。 

（２）体調不良時の落水による検査及び治療 

体調不良時には、プールを落水し、安全に動物を保定し各検査や処置を行う。 

４ 医薬品の管理 

（１）投薬 

①疾病に対する治療薬を準備する。 

②ビタミンの添加は餌とのバランスを考慮し個体によって色々なビタミン剤を

組み合わせて使用する。 

（２）在庫管理 

①医薬品の使用パターンを把握し、飼育頭数や、治療履歴に合わせたきめ細か

い在庫管理に努める。 

②医薬品の不正使用防止に努める。 

５ 動物死亡時の原因究明 

飼育動物が死亡したときには死因の究明に努め、剖検および細菌検査、血液検

査等を実施する。状況により各種検体のサンプリングを行う。 

６ 新規個体の搬入 

（１）輸送中および搬入時 

適切な機材を使用し、動物の健康管理、安全管理に万全を期す。また、あらゆ

る事態を想定し、対応が可能な体制を整える。 

 

 



（２）輸送後 

輸送直後は急性肺炎の危険が高いため、継続的に観察し状況の把握に努める。 

７ 飼育技術の改善および向上 

イルカの飼育技術は発展途上のため、各方面から最新の知見・情報を収集し、

日々その改善、向上に努める。 

 

Ⅳ 餌料管理 

１ 購入 

（１） 餌料の年間使用量を算出し、常時複数の餌料種の確保に努める。 

（現状年間使用量60,000～80,000 ㎏） 

（２）良質な餌料を確保するため一回の購入量は６ヶ月程度で使い切る量とする。 

（３）購入予定魚種についてサンプルを検品し良質な魚種のみ購入の対象とする。 

その際、栄養のバランスやサイズ等を考慮し、各魚種の購入量を決定する。 

２ 保管 

（１）保管方法 

購入した餌料は当園が契約する冷凍庫に保管し（－２５℃以下）必要に応じて

納入し、約１週間分をイルカライブ館調餌室冷凍庫内（－２５℃）にて保管する。 

（２）保管場所の清掃 

餌料の保管場所である冷凍庫と冷蔵庫は常に整理整頓、清掃し、安全と衛生に

努める。 

３ 調餌 

（１）解凍量 

数種類の魚種で、一日の総給餌量を時間をずらして２～３回に分割して解凍す

る。（現状：一日150～200 ㎏） 

＊動物の健康管理上、解凍後６時間を経過するものは与えない。 

（２）解凍方法 

①魚種により、淡水、海水、流水、溜水を使い分け、鮮度保持に効率の良い方

法で実施する。 

②半解凍状態にしておくことが必要な餌料は前日冷凍庫から冷蔵庫へ移動させ

る。また、小分けして解凍する必要のあるものは小分けし効率的に使用する。 

（３）餌料の選別 

解凍された餌料は鮮度、傷、乾燥などを１尾ずつチェックし、良質の物のみを

餌料とする。また、鮮度保持に留意し氷水等の冷水に保存し、冷蔵庫に保管する。 

（４）配餌 

選別した餌料は、魚種が偏ることの無いようにバランスよく各個体、各回に分

配する。 



４ 調餌器具の保管 

調餌に用いた器具等はその都度洗浄し、状況により消毒、乾燥を施し安全且つ

衛生的に保管する。 

５ 調餌室の衛生管理 

調餌室は常に清潔に保ち、作業終了時には洗剤や消毒液などにより清掃をし、

衛生的に保つ。 

６ 記録 

毎日各魚種について入庫数・出庫数・在庫数及び歩留を記録し、餌料使用経過

の把握と効率的使用に努める。 

Ⅴ 飼育環境の維持管理 

１ 各プールの維持管理 

異物誤嚥等の動物事故が発生しないように定期的に点検し、破損や漏水等が拡

大しないように処置を講じる。 

２ 水質の維持管理 

（１）各プール 

①水温：毎日２回以上確認する。 

イルカプールは夏と冬には、冷暖房機器による温度管理を行う。 

②ＰＨ：毎日１回測定する。 

③比重：１週間に１回測定する。 

④透明度：毎日１回以上目視確認する。 

⑤残留塩素濃度：イルカプールは毎日３回測定する。 

上記の項目をチェックし、異常を認めた時には速やかに対応する。 

（２）水質検査の実施 

各プールおよび貯水海水の水質検査（細菌数の測定も含む）を毎月１回以上実

施し、異常を認めた時には速やかに対応する。 

（３）飼育設備の管理 

水質維持のための設備機器については常に整備し水質管理に努める。 

３ 清掃 

各プールおよびステージ・キーパーヤードは、衛生面および展示効果を損なわ

ないように適宜清掃を行う。 

４ 測温 

1 日２回(9:00、15:00）各プールの周囲の気温と湿度の測定を行い記録する。 
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（別紙２） 

須磨海浜水族園ボランティア登録要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、須磨海浜水族園（以下「水族園」という。）における須磨海浜水族園ボ

ランティアの登録等について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （資格） 

第２条 ボランティアの登録を希望するものは、次の資格を有する者とする。 

（１）年齢は 18 才以上であること。 

（２）水生生物や調査・研究、教育的活動に興味があり、水族園が行う社会教育活動や

調査研究活動を支援できる者。 

 

（登録要件） 

第３条 ボランティアの登録に際しては、次の要件を満たすとともに、水族園ボランティア

登録審査会（以下「審査会」という。）の承認を得なければならない。 

 （１）所定の研修を終了すること。 

  （２）小論文を提出し、面談を受けること。 

 

 （登録） 

第４条 水族園の登録審査会の承認を得た者は、正式に登録され登録証が交付される。 

 

（期間） 

第５条 ボランティアの登録期間は、登録された日の属する年度の年度末までとする。なお、

審査会の承認を得て、翌年度当初からの更新をすることができる。この場合、任期は１年

となる。 

 

 （更新の要件） 

第６条 ボランティアの活動実績が所属グループの所定の回数を満たしていること。 

 

（登録の抹消） 

第７条 ボランティアが、次の各号のいずれかに該当すると認められるとき、水族園は登録

を抹消することができる。 

 （１）無届で活動実績が６か月以上ないとき。 

  （２）神戸市立須磨海浜水族園条例第６条（入園者の遵守事項）に違反したとき。 

  （３）その他、ボランティアとして相応しくない行為があったとき。 
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 （審査会） 

第８条 登録、更新、登録の抹消に関する審査、その他ボランティアの運営に関して必要な

事項を審査するため、園内に審査会を置く。審査会は、園長、飼育教育部長、研究教育課

長で構成する。 

 

 （水族園からの便宜供与等） 

第９条 登録されたボランティアは、その活動においてすべて無報酬であり、交通費等も自

己負担であるが、水族園より、次のとおり便宜供与が行われる。 

（１）制服の貸与 

（２）水族園発行刊行物の無償配布 

（３）水族園主催イベント等の情報提供 

（４）ボランティア共済保険への加入 

（ただし、初年度は、ボランティアの負担） 

（５）当該年度の活動実績に応じた入園券の提供 

 

 （ボランティアの服務等） 

第 10 条 ボランティア活動に際しては、次の事項を遵守しなければならない。 

  （１）活動中には制服を着用し、登録証を携行すること。なお、登録前研修の場合は名

札を着用すること。 

  （２）活動終了時には活動内容等を記録し、社会教育課長あて提出すること。 

  （３）１回の活動時間は、原則として 3 時間までとする。やむを得ずそれを超える場合

は社会教育課長の許可をとること。 

（４）万一活動中に事故が発生した場合は速やかに職員に報告し、処理等について指示

を受けること。 

 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、園長が定める。 

 

 

    附 則 

  この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 



種 点 種 点 種 点
哺乳類 2 3 4 17 5 19
鳥類 0 0 2 59 2 59
爬虫類 38 515 8 44 46 559
両生類 22 90 0 0 22 90
魚類 169 3,359 212 4,887 381 8,246
無脊椎動物 18 335 145 1,983 163 2,318
合計 249 4,302 371 6,990 619 11,291

須磨海浜水族園　飼育動物員数表

淡水・陸 海水 合計
2016.12.31現在



（別紙４）

建物
水槽
No.

水槽 水族名 建物
水槽
No.

水槽 現状水族名

本館 0 大水槽 サメエイ類、ロウニンアジ他 さかなライブ劇場 54 餌の捕り方 テッポウウオ
本館 1 サンゴ礁 チョウチョウウオ類 さかなライブ劇場 55 餌の捕り方 カンディル
本館 2 深海の水槽 ダイオウグソクムシ さかなライブ劇場 56 防衛 ハリセンボン
本館 3 深海の水槽 トリノアシ、サギフエ他 さかなライブ劇場 57 餌の捕り方 デンキウナギ
本館 4 深海の水槽 タカアシガニ、カサゴ類他 さかなライブ劇場 58 餌の捕り方 イリエワニ
本館 5 アマモ場の生態系 アマモ さかなライブ劇場 59 餌の捕り方 ピラニア
本館 6 昼の水槽 ベラ類他 さかなライブ劇場 60 河口域（護岸） ボラ他

本館 7 昼の水槽 マアナゴ さかなライブ劇場 61 河口域（ヨシ原） モクズガニ他

本館 8 群と単独生活 マイワシ さかなライブ劇場 62 中流域（魚道） カワムツ他

本館 9 群と単独生活 カスザメ他 さかなライブ劇場 63 水田環境 アユモドキ他

本館 10 群と単独生活 キジハタ他 さかなライブ劇場 64 上流域（砂防ダム） タカハヤ他

本館 11 相手の目をごまかす、隠れるカレイ類他 さかなライブ劇場 65 国外移入種 ブラックバス他

本館 12 相手の目をごまかす、隠れるカサゴ他 さかなライブ劇場 66 国外移入種（生息地） トノサマガエル

本館 13 相手の目をごまかす、隠れるウツボ類 さかなライブ劇場 67 国外移入種（繫殖場所）シロヒレタビラ

本館 14 相手の目をごまかす、隠れるオニオコゼ他 さかなライブ劇場 68 国外移入種（食料） ギギ

本館 15 毒で身を守る フグ類他 さかなライブ劇場 69 危険な国外移入種 ワニガメ

本館 16 固い体やトゲで身を守る マツカサウオ他 世界のさかな館 70 希少な水生昆虫 クロゲンゴロウ他

本館 17 固い体やトゲで身を守る ミノカサゴ類他 世界のさかな館 71 希少な淡水魚 カワバタモロコ

本館 18 毒で身を守る ハオコゼ、アイゴ他 世界のさかな館 72 希少な淡水魚 ｽｲｹﾞﾝｾﾞﾆﾀﾅｺﾞ

本館 19 海の中で共生 コブダイ他 世界のさかな館 73 希少な淡水魚 ナガレホトケドジョウ

本館 20 海の中で共生 クマノミ、イソギンチャク 世界のさかな館 74 繫殖と子育て ブリチャージ他

本館 21 海に帰ったハ虫類 クロガシラウミヘビ他 世界のさかな館 75 繫殖と子育て グッピー

本館 22 海に帰ったハ虫類 エラブウミヘビ他 世界のさかな館 76 変わった特徴の魚 ヨツメウオ

本館 23 性転換する魚 サクラダイ他 世界のさかな館 77 変わった特徴の魚 エレファントノーズフィッシュ他

本館 24 擬態する魚 ポットベリーシーホース 世界のさかな館 78 変わった特徴の魚 ブラインドケーブフィッシュ

本館 25 巣を作る魚 イエローヘッドジョーフィッシュ 世界のさかな館 79 変わった特徴の魚 ベトナムバタフライプレコ他

本館 26 共生する魚 ガンガゼ他 世界のさかな館 80 変わった特徴の魚 リーフフィッシュ他

本館 27 砂から出たがらない魚 チンアナゴ他 世界のさかな館 81 変わった特徴の魚 アリゲーターガー他

本館 28 干潟の生物 ヤマトオサガニ他 世界のさかな館 82 希少な淡水魚 マゴイ

本館 29 巣を作る魚 アカアマダイ 世界のさかな館 83 変わった特徴の魚 ミズオオトカゲ他

本館 30 冷たい海の魚 オオカミウオ他 世界のさかな館 84 変わった特徴の魚 パイユ

本館 31 カンブリア進化の大爆発 マボヤ他 世界のさかな館 85 変わった特徴の魚 アカメ他

本館 32 カンブリア進化の大爆発 カイメン他 世界のさかな館 86 魚陸に上がる ポリプテルス類

本館 33 カンブリア進化の大爆発 タイヨウノスナ他 世界のさかな館 87 魚陸に上がる ハイギョレプリカ

本館 34 カンブリア進化の大爆発 イボヤギ他 世界のさかな館 88 魚陸に上がる プロトプテルス類他

本館 35 カンブリア進化の大爆発 サカサクラゲ 世界のさかな館 89 魚陸に上がる スッポンモドキ他

本館 36 カンブリア進化の大爆発 ウメボシイソギンチャク 世界のさかな館 90 変わった特徴の魚 ヘラチョウザメ他

本館 37 カンブリア進化の大爆発 ウミケムシ、マメスナイソギンチャク 世界のさかな館 91 変わった特徴の魚 ロングノーズガー他

本館 39 カンブリア進化の大爆発 マボヤ他 世界のさかな館 94 コイ他

本館 番外 刺胞動物 ミズクラゲのエフィラ 世界のさかな館 番外 身近な生き物 アカハライモリ他

本館 40 カンブリア進化の大爆発 ヤギ他 世界のさかな館 95 魚陸に上がる オーストラリアハイギョ他

本館 41 カンブリア進化の大爆発 ウミサボテン他 世界のさかな館 96 魚陸に上がる チョウザメ他

本館 42 カンブリア進化の大爆発 ウミシダ他 世界のさかな館 97 魚陸に上がる オオサンショウウオ

本館 43 カンブリア進化の大爆発 ヒトデ類他 アザラシ・ペンギン館 98 マゼランペンギン

本館 44 カンブリア進化の大爆発 二枚貝類他 アザラシ・ペンギン館 99 マゼランペンギン

本館 45 カンブリア進化の大爆発 ミズダコ ラッコ館 100 ラッコ

本館 46 カンブリア進化の大爆発 オウムガイ イルカライブ館 101 バンドウイルカ

本館 47 カンブリア進化の大爆発 イセエビ他 イルカライブ館 102 オオアナコンダ

本館 48 カンブリア進化の大爆発 メガネカラッパ他 アマゾン館 ｱｰ1 トンネル ピラルク他

本館 49 カンブリア進化の大爆発 アメリカカブトガニ他 アマゾン館 ｱｰ2 水草 カラシン類他

本館 50A 刺胞動物（クレイセル） アマクサクラゲ アマゾン館 ｱｰ3 ジオラマ カラープロキロダス他

本館 50B 刺胞動物（クレイセル） カミクラゲ アマゾン館 ｱｰ4 陸場

本館 51 刺胞動物（円筒水槽） カラージェリー アマゾン館 ｱｰ5 コバルトヤドクガエル他

本館 52 刺胞動物 ミズクラゲ アマゾン館 ｱｰ6 アマゾンツノガエル

本館 53 は虫類 ウミガメ類 アマゾン館 ｱｰ7 コモリガエル他

本館 54 タッチプ−ル ドチザメ等 アマゾン館 ｱｰ8 ブラジルニジボア

本館 番外 カピバラ足湯 カピバラ アマゾン館 ｱｰ9 コリドラス、カラシン

本館 番外 アシカプール カリフォルニアアシカ アマゾン館 ｱｰ10 タランチュラ

アマゾン館 ｱｰ11
シールピース ゴマフアザラシ
ドルフィンピース バンドウイルカ

主な飼育水族一覧



（別紙５） 

標本類一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙６） 

視聴覚機器等一覧 

（１）本館１・２階 

番号 機器名 数 備考 

本 1・2F視機 1 モニター 魚の生活 1 映像説明 

本 1・2F視機 2 モニター 群れと単独生活 1 映像説明 

本 1・2F視機 3 モニター 相手の目をごまかす 1 映像説明 

本 1・2F視機 4 モニター 硬い体や棘で身を守る 1 映像説明 

本 1・2F視機 5 モニター 毒で自分の身を守る 1 映像説明 

本 1・2F視機 6 モニター 海の中での共生 1 映像説明 

 

（２）本館おもしろ教室 

番号 機器名 数 備考 

本 3F視機 9 パソコンクイズコーナー 2 パソコン 

本 3F視機 10 リュウグウノツカイ 1 映像展示 

 

（３）本館レクチャールーム 

番号 機器名 数 備考 

レ機 1 プロジェクター機器一式 1 レクチャー用 

レ機 5 パソコン 1 レクチャー用 

レ機 6 顕微鏡 1 レクチャー用 

レ機 7 実態顕微鏡 1 レクチャー用 

 

（４）本館実験室 

番号 機器名 数 備考 

実機 1 双眼実態顕微鏡（参加者用） 9 オリンパス２X 

実機 2 顕微鏡（参加者用） 3 オリンパス ST20 

実機 3 顕微鏡（参加者用） 3 ウチダ KL-2 

実機 4 顕微鏡（参加者用） 5 ニコン 

実機 5 投影プロジェクター 1 出張レクチャー用 

実機 6 ノート型パソコン 1 出張レクチャー用 

 

（５）イルカライブ館 

番号 機器名 数 備考 

イルカ音 1 音響操作盤 1 操作卓アンプ一式 

イルカ音 2 CDデッキ 4 イルカライブ用 

イルカ音 3 MDデッキ 1 イルカライブ用 

イルカ音 4 サンブラー 1 イルカライブ用 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 


